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税
金
・
保
険
・
年
金

【
40
歳
以
上
の
人
が
対
象
】

令
和
6
年
度
は
り
、き
ゅ
う
、あ

ん
摩
マ
ッ
サ
ー
ジ
お
よ
び
指
圧

施
術
利
用
券
の
交
付
申
請
が

始
ま
り
ま
す

問
国
民
健
康
保
険
課

☎（
8
7
6
）1
2
8
8

１
回
の
施
術
に
つ
き
８
０
０
円
を

助
成
し
ま
す
。※
１
セ
ッ
ト
６
回
分
、

最
大
２
セ
ッ
ト
ま
で
。

実
施
期
間

令
和
7
年
３
月
31
日

（
月
）ま
で

対
象
者

40
歳
以
上
の
国
民
健
康
保

険
加
入
者
で
、特
定
健
診
を
受
診
し

た
人
ま
た
は
受
診
す
る
見
込
み
の
人
。

た
だ
し
、国
民
健
康
保
険
税
に
滞

納
が
な
い
世
帯
に
限
り
ま
す
。

制
限

施
術
は
、市
の
指
定
す
る
施

術
所
で
、被
保
険
者
１
人
に
つ
き
、

１
日
１
回
の
利
用
で
す
。

必
要
な
も
の

国
民
健
康
保
険
被

保
険
者
証

※
予
算
の
都
合
上
、利
用
券
の
交
付

を
年
度
途
中
で
終
了
す
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

産
前
産
後
期
間
の
国
民
年
金

保
険
料
が
免
除
さ
れ
ま
す

問
市
民
課
国
民
年
金
係

☎（
8
7
6
）1
2
8
4

出
産
予
定
日
ま
た
は
出
産
日
の
属

す
る
月
の
前
月
か
ら
４
か
月
間
（
産

前
産
後
期
間
）の
国
民
年
金
保
険
料

が
免
除
さ
れ
ま
す
。多
胎
妊
娠
の
場

合
は
、出
産
予
定
日
ま
た
は
出
産
日

の
属
す
る
月
の
３
か
月
前
か
ら
６

か
月
間
の
国
民
年
金
保
険
料
が
免

除
さ
れ
ま
す
。

※
出
産
と
は
、妊
娠
85
日（
４
か
月
）

以
上
の
出
産
を
い
い
、死
産
、流
産
、

早
産
を
含
み
ま
す
。

届
出
受
付
期
間

出
産
予
定
日
の
６

か
月
前
か
ら
届
出
が
可
能
で
、出
産

後
も
届
出
で
き
ま
す
。

対
象

出
産
日
ま
た
は
出
産
予
定

日
が
平
成
31
年
２
月
１
日
以
降
の

国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者（
出
産

す
る
本
人
が
対
象
で
す
）

※
国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者
と
は
、

農
林
漁
業
や
自
営
業
を
営
む
人
、無

職
の
人
、学
生
ま
た
は
そ
れ
ら
の
人

に
扶
養
さ
れ
て
い
る
配
偶
者
な
ど
が

該
当
し
ま
す
。

年
金
手
帳
は
基
礎
年
金
番
号

通
知
書
に
変
わ
り
ま
し
た

問
市
民
課
国
民
年
金
係

☎（
8
7
6
）1
2
8
4

問
浦
添
年
金
事
務
所

☎（
8
7
7
）0
3
4
3

令
和
4
年
４
月
１
日
以
降
、新
た

に
年
金
制
度
に
加
入
す
る
人
、年
金

手
帳
の
紛
失
等
に
よ
り
再
発
行
を

申
請
す
る
人
は
基
礎
年
金
番
号
通

知
書
が
交
付
さ
れ
ま
す
。す
で
に
年

金
手
帳
や
年
金
証
書
を
持
っ
て
い

る
場
合
、基
礎
年
金
番
号
通
知
書
に

切
り
替
え
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

詳
し
く
は
、日
本
年
金
機
構
ま
た

は
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た

だ
く
か
、浦
添
年
金
事
務
所（
音
声
ガ

イ
ダ
ン
ス
の
後
に
②
↓
②
を
押
し
て

く
だ
さ
い
）に
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

Ɲ◌ǦǞǾ
ƷǢǰȘ

令
和
6
年
度
国
民
年
金
保
険

料
の
学
生
納
付
特
例
申
請
の

受
け
付
け
を
開
始
し
ま
す

問
市
民
課
国
民
年
金
係

☎（
8
7
6
）1
2
8
4

令
和
6
年
度
の
保
険
料
は
月
額
１

万
6
9
8
0
円
で
す
。在
学
中
で
納

め
る
こ
と
が
難
し
い
と
き
は
、保
険

料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
る
学
生
納
付

特
例
を
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
受
付
期
間

令
和
6
年
度
の
申

請
は
４
月
か
ら
受
け
付
け
を
開
始
し

ま
す
。ま
た
、さ
か
の
ぼ
っ
て
２
年
ま

で
申
請
が
で
き
ま
す
。（
令
和
6
年
４

月
は
、令
和
4
年
３
月
分
〜
令
和
7

年
３
月
分
ま
で
申
請
可
能
）

※
令
和
6
年
度
の
一
般
免
除
申
請
の

受
け
付
け
は
７
月
か
ら
開
始
し
ま
す
。

対
象

国
内
在
住
で
対
象
校
に
在
学

中
の
20
歳
以
上
の
学
生

審
査
基
準

①
本
人
の
令
和
6
年
度（
令
和
5
年

１
月
１
日
〜
12
月
31
日
）の
所
得

②
災
害
・
失
業
・
事
業
の
廃
止
等
の
事

由年
金
を
受
け
る
と
き

老
齢
基
礎
年

金
受
給
に
必
要
な
期
間
に
含
ま
れ
ま

す
が
、10
年
以
内
に
追
納
が
な
い
場

合
は
年
金
額
に
反
映
さ
れ
ま
せ
ん
。

障
害
基
礎
年
金
や
遺
族
基
礎
年
金

を
受
給
す
る
た
め
の
受
給
要
件
の
対

象
期
間
と
な
り
ま
す
。

【
固
定
資
産
税・軽
自
動
車
税
】

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
決
済
ア
プ

リ
を
利
用
す
る
際
の
読
取
箇

所
に
つ
い
て

問
納
税
課

☎（
8
7
6
）1
2
7
1

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
決
済
ア
プ
リ
の

読
取
箇
所
が
e
L
‒
Q
R（
二
次
元

コ
ー
ド
）の
み
に
な
り
ま
す
。利
用
で

き
る
決
済
ア
プ
リ
は
随
時
追
加
さ
れ

ま
す
の
で
、地
方
税
お
支
払
サ
イ
ト

で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

Ɲ◌ǦǞǾ
ƷǢǰȘ

令
和
6
年
度
の
固
定
資
産
税

問
資
産
税
課

☎（
8
7
6
）1
2
7
6

☎（
8
7
6
）1
2
7
8

☎（
8
7
6
）1
7
2
9

●
評
価
替
え

令
和
6
年
度
は
、３
年
に
１
度
行

わ
れ
る
固
定
資
産
の
評
価
替
え
の
年

で
す
。土
地
・
家
屋
に
つ
い
て
評
価
額

の
見
直
し
が
行
わ
れ
ま
す
が
、家
屋

は
、算
出
さ
れ
た
評
価
額
が
前
年
度

の
評
価
額
を
超
え
る
場
合
で
も
、評

価
額
が
引
き
上
げ
ら
れ
る
こ
と
な

く
、前
年
度
の
評
価
額
に
据
え
置
か

れ
ま
す
。

●
納
税
通
知
書
の
発
送

固
定
資
産
税
の
納
税
通
知
書
は
、

４
月
初
旬
に
発
送
し
ま
す
。納
税
通

知
書
が
届
か
な
い
場
合
は
、資
産
税

課
ま
で
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
納
期
限

第
１
期
納
期
限
は
4
月
30
日（
火
）

で
す
。納
期
限
を
過
ぎ
る
と
延
滞
金

や
督
促
手
数
料
が
発
生
す
る
場
合
が

あ
り
ま
す
の
で
、納
税
通
知
書
が
届
い

た
ら
早
め
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

●
土
地
お
よ
び
家
屋
価
格
等
縦
覧

帳
簿
の
縦
覧

令
和
6
年
度
土
地
価
格
等
縦
覧
帳

簿
お
よ
び
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿
を

縦
覧
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
縦
覧
帳
簿
の
コ
ピ
ー
お
よ
び
写
真

撮
影
は
で
き
ま
せ
ん
。ま
た
、期
間
を

過
ぎ
る
と
縦
覧
で
き
ま
せ
ん
。

●市内の土地または家屋の納税者・納税管理人
●代理人（納税者からの委任状が必要です）

納税通知書または運転免許証などの本人確認ができるもの
※代理人が縦覧する場合は上記に加え委任状

浦添市役所2階 資産税課窓口
4月1日（月）～30日（火）（土日・祝日を除く）
午前8時30分～午後5時15分（正午～午後1時を除く）

無料

縦覧できる人

縦覧場所
縦覧期間
受付時間

必要なもの

手数料
注意事項

ア
活
動
、そ
の
他
自
発
的
な
活
動
と

し
て
市
が
認
め
る
活
動

申
請
期
限

４
月
30
日（
火
）

申
込
方
法

必
要
書
類
を
市
役
所

3
階
障
が
い
福
祉
課
に
提
出

介
護
予
防
教
室
参
加
者
募
集

問
い
き
い
き
高
齢
支
援
課

☎（
8
7
6
）1
2
9
2

5
月
か
ら
介
護
予
防
教
室
を
開

催
し
ま
す
。教
室
に
よ
り
、開
催
日

時
や
場
所
が
異
な
り
ま
す
の
で
、詳

し
く
は
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

対
象

市
内
在
住
の
65
歳
以
上
の

人
で
、介
護
認
定
を
受
け
て
い
な
い

人
。初
め
て
の
人
を
優
先
。

受
付
期
限

4
月
19
日（
金
）ま
で

申
込
方
法

い
き
い
き
高
齢
支
援

課
に
電
話
で
予
約
後
、窓
口
で
申
込

書
を
記
入
。

※
各
教
室
定
員
に
達
し
次
第
、受
け

付
け
を
終
了
し
ま
す
。

※
健
康
状
態
に
よ
っ
て
は
、医
師
に

よ
る
診
療
情
報
提
供
書
の
提
出
や

参
加
を
お
断
り
す
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

【
生
き
い
き
貯
筋
く
ら
ぶ（
筋
ト
レ
）】

期
間

２
か
月
間（
週
２
回
）

費
用

１
か
月
に
つ
き
１
６
０
０
円

場
所

○
メ
デ
ィ
カ
ル
ジ
ム
Ｖ
Ｉ
Ｖ
Ｉ
Ｄ

○
カ
ー
ブ
ス
浦
添
宮
城
、浦
添
バ
ー

ク
レ
ー（
カ
ー
ブ
ス
は
女
性
専
用
）

【
ア
ク
ア
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
く
ら
ぶ

（
水
中
運
動
）】

期
間

２
か
月
間（
週
２
回
）

費
用

１
か
月
に
つ
き
１
６
０
０
円

場
所

ま
じ
ゅ
ん
ら
ん
ど

限
り
ま
す
。

対
象
者

身
体
障
害
者
手
帳
、療
育

手
帳
、精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

の
い
ず
れ
か
を
持
ち
、自
動
車
運
転

免
許
取
得
資
格
が
あ
る
人

申
請
に
必
要
な
も
の

安
全
運
転

相
談
修
了
書
ま
た
は
安
全
運
転
相

談
結
果
票（
3
か
月
以
内
の
も
の
）、

障
害
者
手
帳
等

●
自
動
車
改
造
費
の
助
成

自
動
車
を
改
造
す
る
前
に
申
請

が
必
要
で
す
。

対
象
者

上
肢
、下
肢
ま
た
は
体
幹

機
能
障
害
の
い
ず
れ
か
の
身
体
障

害
者
手
帳
を
持
つ
人

対
象
自
動
車

身
体
障
が
い
者
本

人
の
名
義
で
、本
人
が
運
転
す
る
自

動
車

申
請
に
必
要
な
も
の

改
造
業
者
見

積
書
、車
検
証
、運
転
免
許
証
、身
体

障
害
者
手
帳
、本
人
ま
た
は
扶
養
義

務
者
等
の
所
得
課
税
証
明
書

【
団
体
へ
の
支
援
】障
が
い
者
等

の
自
発
的
活
動
を
支
援
し
ま
す

問
障
が
い
福
祉
課

☎（
8
7
6
）1
7
0
9

障
が
い
者
が
、生
活
す
る
上
で
生

じ
る「
社
会
的
障
壁
」を
除
去
す
る

た
め
の
活
動
に
つ
い
て
、一
定
の
条

件
を
満
た
し
た
団
体
等
の
活
動
の

う
ち
、5
万
円
を
上
限
と
し
て
市
が

認
め
た
予
算
の
範
囲
内
で
必
要
な

経
費
を
支
援
し
ま
す
。対
象
と
な
る

団
体
や
必
要
書
類
に
つ
い
て
詳
し

く
は
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

対
象

市
内
を
拠
点
と
し
、情
報
交

換
等
、災
害
対
策
、孤
立
防
止（
見
守

り
）活
動
、社
会
復
帰
、ボ
ラ
ン
テ
ィ

暮
ら
し
・
環
境
・
福
祉

軽
度
・中
等
度
難
聴
児
補
聴
器

購
入
費
等
を
助
成
し
ま
す

問
障
が
い
福
祉
課

☎  （
8
7
6
）1
7
0
9

身
体
障
害
者
手
帳
が
交
付
さ
れ

な
い
軽
度
・
中
等
度
の
難
聴
児
に
、

言
語
習
得
や
健
全
な
発
達
を
支
援

す
る
た
め
、補
聴
器
購
入
費
等
の
一

部
を
助
成
し
ま
す
。

対
象

次
の
全
て
の
要
件
を
満
た

す
児
童

①
市
内
に
住
所
を
有
す
る
人

②
平
成
18
年
４
月
２
日
以
降
に
生

ま
れ
、18
歳
に
達
す
る
日
以
降
の
最

初
の
３
月
31
日
ま
で
の
人

③
身
体
障
害
者
手
帳
が
交
付
さ
れ

な
い
人
の
う
ち
、補
聴
器
を
使
う
こ

と
で
言
語
の
習
得
な
ど
の
一
定
の

効
果
が
期
待
で
き
る
と
医
師
が
判

断
す
る
人

※
交
付
対
象
者
の
属
す
る
世
帯
の

中
で
、市
民
税
所
得
割
額
が
46
万
円

を
超
え
る
人
が
い
る
場
合
は
、助
成

対
象
外
で
す
。

障
が
い
者
の
自
動
車
運
転
免

許
取
得
費
お
よ
び
自
動
車
改

造
費
を
助
成
し
ま
す

問
障
が
い
福
祉
課

☎（
8
7
6
）1
7
0
9

免
許
取
得
費
、改
造
費
ど
ち
ら
も

10
万
円
を
限
度
と
し
て
費
用
を
助

成
し
ま
す
。

●
自
動
車
運
転
免
許
取
得
費
助
成

教
習
所
へ
入
校
す
る
前
に
申
請

が
必
要
で
す
。※
県
内
の
教
習
所
に

時間に余裕をもってお越しいただくか、できるだけ公共交通機関をご利用ください。
2月から4月は市役所を利用する人が増えるため、市役所駐車場や周辺道路の混雑が予想されます。

■ნỔଓ⛅‮

ӦᴱའⳬཆഝǷǾ

Ӧᴱའⳬཆഝ・ᣀ֌Ӧᴱའⳬཆഝǽ
֝ಏǷཆഝⲥǽტ઻

ȝÖȘȷȶȵșȰȶȲȯުǓ۰ȞǪࠆȝ༴ঘໍঘٕഁـ˵˜ˆ

　次の❶～❻のいずれかに該当する児童を監護する母、監護しかつ生計を
同じくしている父、または父母に代わって児童を養育する人
❶父母が婚姻を解消した児童
❷父または母が死亡した児童
❸父または母が一定程度の障がいがある児童
❹父または母の生死が明らかでない児童
❺父または母が裁判所からの保護命令を受けた児童
❻その他（父または母が１年以上遺棄している児童、母が婚姻によらない
　で懐胎した児童など）

　ひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進、児童福
祉の増進を図ることを目的とする制度です。（公的年金
等が低額の場合、併給できることがあります。）
※18歳に達する日以降の、最初の3月31日までの児童が対象です。
　（一定程度の障がいがある場合は20歳未満）
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　身体や精神に障がいを有する20歳未満の児童を監護する父
または母、または父母に代わって児童を養育する人

　身体や精神に障がいがある20歳未満の児童
について、児童福祉の増進を図ることを目的と
する制度です。

　手当支給には所得制限などの条件があります。詳しくは、こども家庭課
まで問い合わせください。
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